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3主な指摘事項（１）居宅サービス計画の作成

・アセスメントについて、利用者の状態把握が不十分であり、利用者の課題が把握できていなかった。
・アセスメントの際に、利用者の居宅を訪問していなかった。
・居宅サービス計画作成後に、アセスメントを実施していた。
・居宅サービス計画が、アセスメントの結果に基づき作成されたものか確認できなかった。

アセスメント

サービス担当者会議

利用者同意

福祉用具

モニタリング

・サービス担当者会議を開催する際、一部のサービス担当者を招集せず、照会も行っていなかった。

・居宅サービス計画原案について、利用者の同意を得ているか確認できなかった。

・１月に１回、訪問によるモニタリングを行っていなかった。

・福祉用具貸与を計画に位置付ける際に、利用の妥当性について検討していなかった。
・福祉用具を継続利用する際に、専門的意見の聴取を行うとともに検証していなかった。

・区分変更の際に、必要に応じた居宅サービス計画を作成していなかった。計画の作成

●指導での指摘事項

・居宅サービス計画作成にあたり、区条例第15条各号に掲げる具体的取扱方針に
沿って行っていなかった。

●具体的な指摘事項

●杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例 第93条第２項（居宅サービス計画の作成） 
●指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について（H18.3.31）第三の四の４ （６）②
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●居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画の作成の流れ

モニタリング
サービス開始

居宅サービス計画書
原案作成 サービス

担当者会議

利用者・家族へ
説明、同意、交付評 価

再アセスメント

インテーク アセスメント

ケアマネジメント業務

主な指摘事項（１）居宅サービス計画の作成
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居宅サービス計画 小規模多機能型居宅介護計画

計画の種類
※特徴

居宅における介護サービス全体を調整する
総合的なケアプラン
※利用者の生活全体を見据えた「全体設計」

小規模多機能型居宅介護事業所が作成する
事業所内の個別サービス計画
※小規模多機能型居宅介護の特性を活かした
「実施計画」

目 的

利用者が居宅で自立した生活を継続できる
よう、複数事業所・複数サービスを横断的
に調整して適切に組み合わせ、計画的に
サービス提供するため。

「通い・訪問・宿泊」を柔軟に組み合わせ、
１つの事業所で包括的にサービスを提供し、
利用者の日常生活を一体的・継続的に支援
するため。

計画に位置付け
られるサービス

訪問看護、通所リハ、短期入所、福祉用具
貸与・購入、小規模多機能型居宅介護、
住宅改修 等。
※小規模多機能型居宅介護も１サービス
として位置付け

「通い・訪問・宿泊」の各サービス、
地域の活動への参加。

小多機の介護支援専門員は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が通常行っている業務を行う必要があります。

居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画の違いを整理してみましょう。

主な指摘事項（１）居宅サービス計画の作成

●居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画の作成の目的
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●アセスメントについて
利用者の望む生活につながる計画を作るには、適切なアセスメントがカギです。

 以下は介護支援専門員Ａと介護支援専門員Ｂのアセスメント例を比較してみました。

主な指摘事項 （１）居宅サービス計画の作成

・アセスメントは計画作成の根拠となる大切なものであり、その人らしい生活を支援していくために不可
欠なものです。利用者の強み、困りごと、環境などから日常生活全般における課題を把握します。



課題の解決のための支援を検討

強み・意向

キレイ好き

困りごと

庭の草むしりができない

原因

腰痛

7主な指摘事項 （１）居宅サービス計画の作成
●アセスメントからサービスを検討する

家族や地域の支援、介護サービスの活用を検討し、提案します



8主な指摘事項（１）居宅サービス計画の作成

 日常生活全般における解決すべき課題に対し、到達すべき目標を設定します。
 目標達成のために必要なサービスを決定し原案を作成します。

●目標設定とサービス内容を決定
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主な指摘事項（２）小規模多機能型居宅介護計画の作成
  ① 小規模多機能型居宅介護計画の作成

●指導での指摘事項

・利用者の心身の状況、希望、置かれている環境等の把握が不十分だった。
・必要時に計画を作成していなかった。
・計画について、具体的なサービスの内容が不十分だった。
・計画の作成にあたり、介護支援専門員が他の従業者と協議の上、計画を作成して
いなかった。

【杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例】（H25.3.5 杉並区条例第4号）

（小規模多機能型居宅介護計画の作成）
 第96条第3項 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、

 他の小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的な
サービスの内容等を記載した計画（以下「小規模多機能型居宅介護計画」という。）を作成すると
ともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、
訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなければならない。

【指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について】（H18.3.31）第三の四の４(９)③

区条例・解釈通知
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 居宅サービス計画の作成後、小規模多機能型居宅介護で解決すべき課題について、介護支援専門員は他の従業者
と協議の上、援助の目標及び目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した計画を作成します。

主な指摘事項（２）小規模多機能型居宅介護計画の作成

 利用者の様態や希望を勘案し、通い・訪問・宿泊を組み合わせた適切な計画を作成してください。
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主な指摘事項（２）小規模多機能型居宅介護計画の作成
  ②利用者の多様な活動の確保

●指導での指摘事項

・地域における活動への参加機会の提供や、個々に適した利用者の多様な活動を

確保するよう努めていなかった。

【杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例】（H25.3.5 杉並区条例第4号）

（小規模多機能型居宅介護計画の作成）
 第96条第2項 介護支援専門員は、次項に規定する小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域に

 おける活動への参加の機会が提供されること等により、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように

 努めなければならない。 
【指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について】（H18.3.31）第三の四の４(９)②

第２項に定める「多様な活動」とは、地域の特性や利用者の生活環境に応じたレクリエーション、行事、園芸、
農作業などの利用者の趣味又は嗜好（しこう）に応じた活動等をいうものである。

区条例・解釈通知
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本人の望む生活に応えるためには、今までの生活のつながりを活かした地域の資源との協働が必要とな
ります。地域で本人が望む暮らしを実現するために、多様な活動の確保に繋げられていますか。

友人や知人との交流、顔見知りのお店での買い物、何かの課題により途切れてしまった趣味、本人が
培ってきた地域との関係を断ち切ることなく、できる限り望む生活に近づける視点を持ちます。

主な指摘事項（２）小規模多機能型居宅介護計画の作成
②利用者の多様な活動の確保

個人や家族を取り巻く人間
関係・社会資源・生活環境な
どのつながりをひと目で把握
できる図のこと

エコマップの作成

小多機
事業所



13主な指摘事項（３）具体的取扱方針〔＊過去の指摘事項〕
  ① サービス提供していない日の関わり

●杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等
の基準に関する条例 第９２条第９号  （具体的取扱方針） 

●指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス
に関する基準について（H18.3.31）第三の四の４ (５)⑧

●指導での指摘事項

・利用者が通いサービスを利用していない日において、居宅での生活を支える
ためのサービス提供が不十分であった。

従業者はサービス提供中に利用者のADL
や日頃の様子をこまめに記録しておくこ
とで、小さな変化にも早く気づけるよう
になります。

 サービス提供がない日・キャンセルに
なった日など関わりのない時間については、
可能な限り、電話による見守りを含め、利
用者に何らかの形で関わることが望ましい
です。



14主な指摘事項（３）具体的取扱方針〔＊過去の指摘事項〕
②運営推進会議での評価

●指導での指摘事項

・ほぼ毎日の宿泊及び週1回のみ利用の利用者について、運営推進会議に報告し評価を受けて
おらず、小規模多機能型居宅介護の提供が妥当適切に行われているのか確認できなかった。

【杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例】（H25.3.5 杉並区条例第4号）

 （指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針）
第92条第1号 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、
地域住民との交流及び地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏
まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うもの
とする。

【指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について】（H18.3.31）第三の四の４(5)①

（指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針）
制度上は週１回程度の利用でも所定点数の算定は可能であるが、利用者負担等も勘案すれば、このような利用
は必ずしも合理的ではなく、運営推進会議に通いサービスの回数等を報告し、適切なサービス提供であるか
どうかの評価を受けることが必要となるものである。
指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスを中心として、利用者の様態や希望に応じて、訪問サービスや
宿泊サービスを組み合わせてサービスを提供するという弾力的なサービス提供が基本であり、宿泊サービスの
上限は設けず、重度の者であれば、運営推進会議に対し報告し、評価を受けることを前提として、ほぼ毎日宿
泊する形態も考えられる。しかしながら、ほぼ毎日宿泊するような者が増え、他の利用者の宿泊に対応できな
いような状況になれば、他の利用者が適切にサービスが利用できるよう調整を行うことが必要となるものである。

区条例・解釈通知
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運営推進会議において適切なサービス提供かどうか評価をうけていますか。

２月に１回以上、運営推進会議に対し報告し、評価を受けることが必要

対象者へのサービスの提供が妥当適切か、他の利用者へも適切にサービス提供が行えるか常に自己
評価を行う。週1回程度の利用やほぼ毎日の宿泊などはその理由を記録に残す。

小規模多機能型居宅介護のサービスを提供している

ほぼ毎日宿泊している
利用者

週１回程度の通いサービスのみ
の利用者

主な指摘事項（３）具体的取扱方針
   ②運営推進会議での評価
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自己評価

１年に１回以上、自己評価と運営推進会議における外部評価を適切に実施していますか。

運営推進会
議における
外部評価

評価結果の
報告

スタッフ個別評価 事業所の全ての従業者が自ら提供するサービス内容についての振り返りとして行う

事業所自己評価
スタッフ個別評価を持ち寄り、事業所全体のミーティングにより、それぞれの考え方や取組
状況に関する認識の違いなどを話し合う過程を通じて、事業所全体の振り返りを行う

（厚労省通知H27.3.27）指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第３条の37第１
項に定める介護・医療連携推進会議、第34条第１項（第88条、第108条及び第182条において準用する場合に
限る。）に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について

事業所自己評価で取りまとめた当該事業所で提供されているサービスの内容や課題等について、運営推進会議に
報告する

第三者の観点からの意見を得ることにより、新たな課題や改善点を明らかにし、サービスの質の向上を図る

地域包括ケアの中で当該事業所が果たすべき役割を明らかにしていくことを目指す

サービスや評価について知見を有し公正・中立な第三者の参加が必要である（区市町村職員又は地域包括支援セ
ンター職員、学識経験者等）

利用者及びその家族に対して提供すること

介護サービス情報公表システムへの掲載、法人のホームページへの掲載又は事業所内の見やすい場所への掲示な
どの方法により公表すること

参考通知

主な指摘事項（４）地域との連携等
  ●自己評価と運営推進会議における外部評価



（５）令和７年度  その他の指摘事項

項 目 指 摘 事 項

従業者の配置 ・日ごとの「通いサービスの提供に当たる者」の配置が基準を満たしていない日があった。

掲示 ・指定通知書を掲示していなかった。
・見やすい場所に重要事項を掲示していなかった。
・重要事項をウェブサイトに掲載していなかった。

秘密保持等 ・業務上知り得た秘密の保持に関する措置を講じていない従業者がいた。
・個人情報の利用について、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得ていなかった。

衛生管理等 ・感染症予防及びまん延防止のための委員会をおおむね６月に１回以上開催していなかった。

サービスの提供の記録 ・提供したサービスの記録に未記載な部分があり、また利用者の心身の状況等の記録内容が不十
分であった。
・利用者の状況等必要な事項の記録（訪問サービスの内容）が不十分だった。

看取り連携体制加算 ・算定要件を満たしていなかった。（死亡日の翌日以降も日数に含めていた）

身体拘束廃止未実施減算 ・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催していなかった。

総合マネジメント体制強化加算Ⅰ ・地域住民等、他の指定居宅サービス事業者が当該事業を行う事業所、他の指定地域密着型サー
ビス事業者が当該事業を行う事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していたことが記
録上確認できなかった。
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「受講報告兼アンケート」の入力のお願い

集団指導の受講状況等を確認するため、視聴後に事業所ごと（サービス種別ごと）に下記入力
フォームから「受講報告兼アンケート」の入力をお願いします。

（注１）併設の事業者がある場合、それぞれのサービス事業所で回答してください。
（注２）管理者等が事業所内の回答・質問事項を取りまとめ、事業所として回答・質問してください（事業所で視聴した方全員が

回答する必要はありません）。

区公式ホームページからアクセスする場合 二次元コードを読み取ってアクセスする場合

 入力期限：３月３１日（火）まで

ここをクリック

【ホームページの階層】
 トップページ＞くらし・手続き＞
 保険・年金＞介護保険＞
 介護保険事業者の方向け情報＞
 令和７年度介護保険サービス事業者
 集団指導

受講報告兼アンケート 二次元コード



制作・著作  杉並区

ご視聴ありがとうございました。
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